
認定こども園 施設概要（教育及び保育・子育て支援事業・管理運営等） 

認定こども園の名称 勝浦こども園 認定こども園の長の氏名 築紫 依美香 

 
認定こども園の所在地 

 
 

〒649-5331 
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満796－３ 
（電話）0735－52－0563         （ファックス）0735-52-0563 
（メールアドレス） 

認定こども園の類型 保育所型 設置者 那智勝浦町 

運営開始年月日 平成２０年４月１日 

 
施設において保育 
する子どもの人数 

（５月１日時点の実際

の在籍している数） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

保育認定（標準時間・短時間） 
２号認定・３号認定 

教育標準時間認定 
１号認定 

 
０歳 

 
                      名 

 
                      名 

 
１歳 

 
                     名 

 
                      名 

 
２歳 

 
                    ６名 

 
                      名 

 
３歳 

 
                    ５名 

 
                     名 

 
４歳 

 
                    ６名 

 
                    １名 

 
５歳 

 
                    10名 

 
                    １名 

 
合計 

 
                   27名 

 
                   ２名 

 
保育時間等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
区  分 

 
保育認定（標準時間・短時間） 

 
教育標準時間認定 

通 常 の
保 育 時 間 

平 日 
 

８：００～１６：００ 
平 日 

 
８：３０～１３：３０ 

土  曜  日 
 

８：００～１１：３０ 
土  曜  日 

 
休園 

日・祝日 
 
 

日・祝日 
 
休園 

延長（預かり）

保育の実施時間 

７:３０～  ８:００ 
１６:００～１８:３０ 

土曜日  ７:３０～  ８:００ 
        １１:３０～１３:００ 

 
１３：３０～１６：００ 
 

休 園 日 
 
年末年始 
 

夏季・冬季・春季（学校に準ずる休日

のうち施設が定める日） 

 

気象警報発
令時の対応 

10時までに解除   登園 
10時以降に解除  食事後登園 
12時以降に解除  自宅待機 
（土曜日） 
８時以降に解除   休園 
 

10時までに解除   登園 
10時以降に解除  自宅待機 
 
 
 
 

                                  

 
教育・保育の目標 

 
 
 
 
 

〇心身共に健康で、よく遊ぶ子 
〇想像力豊かな子 
〇素直で明るい子  
〇友だちを大切にし、協力できる子 
〇自主性のある子 



 
日々の教育及び保育の指
導における留意点 
 
 
 

こども園教育・保育要領に基づき、就学前の児童に等しく教育と
養護を施すようにしていく。 
子どもとの信頼関係を大切にし、一人ひとりが安心して自分を出
して生活できるよう情緒の安定を重視する。 
各年齢の発達過程を理解し、一人ひとりに応じた配慮をしながら
、教育・保育を行う。 
保護者と子育ての楽しさ、大変さを分かち合い、一人ひとりに適
した子育て支援をする。 
地域との連携を大切にし、地域に密着したこども園を目指す。 

 
小学校との連携に関する
取組内容 
 
 

一年生公開授業への参加、話し合い 
夏休みに教職員による保育参観および保育参加。 
冬休みに就学予定児童について協議・情報交換 
年長児保護者に勝浦小校長による就学に向けての講話 
 

 
１日の活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保育認定（標準時間・短時間） 
２号認定・３号認定 

教育標準時間認定 
１号認定 

７：３０ 開園・早朝児登園  

８：００ 順次登園・視診  

所持品の始末・遊び  

９：００ 課題別保育・教育  

９：３０ １・２歳児 おやつ  

１１：３０ 給食  

歯磨き・片づけ  

１２：３０ 午睡準備 絵本  

１３：００ 睡眠・片づけ  

１５：００ おやつ  

１５：３０ 降園準備  

１６：００ 順次降園・居残り保育  

１８：３０ 閉園       

 
 
８：００ 順次登園・視診  

      所持品の始末
・遊び  

９：００ 課題別保育・
教育  

 

１１：３０ 給食  

歯磨き・片づ
け  

１２：３０ 絵本・遊び  

１３：１５ 降園準備  

１３：３０ 順次降園 

 
子育て支援事業 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
事業内容及び対象者 

 
実施頻度 

①  なかよし広場～未就園児親子  

（広場を開き親子の交流及び育児相談等）  

② 一時預かり保育  

①毎月１回各園で行う  

②適時  

 
   推進委員の配置 

 
 

 
担当者名 

 
主な推進方針 

 
  人権教育推進員 
 

 
浅利  圭  
 

 
職員会議の実施・各研修の伝達  
 

 
  安全管理対策推進員 
 

 
築紫  依美香  

 
各マニュアルの周知・徹底  

 
  非常災害対策推進員 

 
浅利  圭  

各マニュアルの周知・徹底  
関係機関との連携  

 


